
別添資料－１

建築工事共通仕様書（平成２０年７月）一部改訂比較表
備考

建築工事共通仕様書 建築工事共通仕様書
第１章　総則 第１章　総則
第４節　施工管理 第４節　施工管理
１．４．１　一般 １．４．１　一般

【　省　略　】 【　現行通り　】
１．４．２　工事実施工程表 １．４．２　工事実施工程表

【　省　略　】 【　現行通り　】
１．４．３　施工計画書 １．４．３　施工計画書

【　省　略　】 【　現行通り　】
１．４．４　品質管理計画書
1 　受注者は、当社で採用された実績のない材料、製品及び工法（以下、「新材料等」と
いう。）を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した品質管理計画書を提出し
なければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追
記するものとする。ただし、応力部材として使用しないものについては、監督職員の承
諾のうえ省略することができる。

　(1)　適用の範囲

　(2)　施工概要

　(3)　要求性能

　(4)　使用材料（材料名、規格、製造業者名、適合規格、材料試験等の結果）

　(5)　試験施工計画

　(6)　施工管理計画（社内検査体制含む）

　(7)　品質管理計画（品質管理体制含む）

　(8)　その他必要と認められる事項

2 　受注者は、品質管理計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該新材料等使
用前に、「変更品質管理計画書」を提出しなければならない。

3 　受注者は、新材料等を使用する場合は、次の各号に基づき施工管理を行わなければな
らない。

　(1)　材料受け入れ時は、2.1.2 第5項にて監督職員の承諾を得た性能、品質と現場に
　　　搬入された材料との整合を確認すること。

　(2)　試験施工を実施し、設計時において前提とした要求性能を確認すること。

　(3)　施工中は、品質管理計画書に記載した施工管理計画及び品質管理計画に基づ
　　　き、必要な検査を実施すること。

　(4)　施工完了後、設計時において前提とした要求性能が満足されていることを確認
　　　すること。

　(5)　その他必要と認められる事項。

１．４．４　施工法の承諾 １．４．５　施工法の承諾
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．５　施工図の承諾 １．４．６　施工図の承諾
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．６　作業計画書 １．４．７　作業計画書
【　省　略　】 【　現行通り　】

現行仕様書（平成20年7月） 一部改訂案（平成23年7月）
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建築工事共通仕様書（平成２０年７月）一部改訂比較表
備考現行仕様書（平成20年7月） 一部改訂案（平成23年7月）

１．４．７　施工 １．４．８　施工
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．８　業務用ＥＴＣカードの貸与 １．４．９　業務用ＥＴＣカードの貸与
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．９　出来形の管理 １．４．１０　出来形の管理
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１０　現場社内検査 １．４．１１　現場社内検査
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１１　工事週報等 １．４．１２　工事週報等
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１２　工事用仮設構造物等 １．４．１３　工事用仮設構造物等
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１３　作業用機械の選定等 １．４．１４　作業用機械の選定等
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１４　環境保全 １．４．１５　環境保全
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１５　支障物件の処理 １．４．１６　支障物件の処理
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１６　支給材料及び貸与品 １．４．１７　支給材料及び貸与品
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１７　現場発生品 １．４．１８　現場発生品
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１８　色、柄等の指示 １．４．１９　色、柄等の指示
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．１９　技能士 １．４．２０　技能士
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．４．２０　技能資格者 １．４．２１　技能資格者
【　省　略　】 【　現行通り　】

第９節　材料一般 第９節　材料一般
１．９．１　使用材料 １．９．１　使用材料

【　省　略　】 【　現行通り　】
１．９．２　環境への配慮 １．９．２　環境への配慮

【　省　略　】 【　現行通り　】
１．９．３　設計図書で定められた材料以外を使用する場合の特例 １．９．３　設計図書で定められた材料以外を使用する場合の特例
1 　受注者は、設計図書で定められた以外の材料を使用する場合には、使用する前に理由
を付した材料使用承諾申請書を提出し、承諾を得なければならない。

1
【　現行通り　】

2 　受注者は、材料使用承諾申請書の提出にあたっては、使用する材料の品質を証明する
資料を添付しなければならない。品質を証明する資料として、受注者自らの責任と費用
により行った物理的又は化学的試験の成績表を含むものとする。

2

【　現行通り　】

3 　前項の試験を行うときは、監督職員の立会を受けなければならない。 3 【　現行通り　】

4 　第2項の試験方法については、土木材料共通仕様書第9章及びJISの規定に準じて行わな
ければならない。

4
【　現行通り　】
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5 　受注者は、新材料等を使用する場合は次の各号に掲げる事項を記載した「新材料・新
製品・新工法採用計画書」を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、監
督職員が採用の可否に際して別途必要と認めた場合は、追加試験を行わなければならな
い。本項に基づき承諾を得た新材料等については、「材料使用承諾申請書」は不要とす
る。

　(1)使用材料（材料名、規格、製造業者名、適合規格、材料試験等の結果）
　(2)新材料等の概要
　(3)施工実績
　(4)特徴
　(5)選定理由
　(6)その他必要と認められる事項

１．９．４　工事材料の品質 １．９．４　工事材料の品質
【　省　略　】 【　現行通り　】

１．９．５　工事材料の検査 １．９．５　工事材料の検査
【　省　略　】 【　現行通り　】


